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(健康福祉部 健康支援課) 

 

【議案第７６号】 

 

令和８年度千葉市一般会計補正予算（第１号）中所管 

[プレコンセプション健診費用助成事業] 

 

１ 補正理由 

本市では、令和７年１０月からプレコンセプション健診費用助成事業を実施している

が、本年１０月を目途に県において妊活健診支援事業の準備が進められていることに伴

い、受診機会の拡大及び利用者負担の軽減等が見込まれることから、事業内容の拡充の

ために必要な経費について補正するものである。 

 

２ 補正予算額 

    １１，１００千円 
    【財源】 県支出金  １７，５５０千円 

一般財源  △６，４５０千円 

 当初予算額 補正後予算額 補正予算額 

事業費 １３，２１１千円 ２４，３１１千円 １１，１００千円 

財

源 

県支出金  １７，５５０千円 １７，５５０千円 

一般財源 １３，２１１千円  ６，７６１千円 △６，４５０千円 

 

３ 事業概要 

（１）事業目的 

将来の健康と健やかな妊娠・出産に備え、自身の健康状態を把握し、適切な健康管理

に役立てるとともに、必要に応じて早期に治療を開始できるようにする。 

 

（２）事業内容 

 補正前 補正後 

対象者 本市に住民登録があり、法律上の婚姻関係または事実婚関係にある夫婦 

対象年齢 妻４０歳未満 妻４３歳未満 

助成内容等 費用の１／２（上限３万円） 

※夫婦あたり１回限り 

費用の１０／１０（上限３万円） 

※夫婦あたり１回限り 

対象項目 医師が必要と認めた健診・検査で、

保険適用外のみ 

医師が必要と認めた健診・検査で、

保険適用の有無に関わらない 

医療機関 市内の保険医療機関（産科・婦人科、

泌尿器科） 

全ての保険医療機関 

※市外、県外を問わない 

※現行事業により助成した者についても、補正後事業の対象とする。 

 

（３）開始時期（予定） 

令和８年１０月１日（検査適用日も同日） 

補正予算書 Ｐ７、９ 


